
倉敷市生活支援ショートステイ事業受託業務基準書 

 

１ 一般事項 

 (１) 目的 

倉敷市に住所を有する高齢者が，虐待を受ける等のため家庭内で生活することが困難

な状況になった場合に，一時的に養護老人ホームに保護することにより，高齢者及び家

庭の福祉向上を図る。 

 (２) 事業の受託 

    倉敷市琴浦園及び倉敷市長楽荘の指定管理者は，指定管理業務以外の業務として，倉

敷市生活支援ショートステイ事業（以下「ショートステイ事業」という。）についての委

託契約を毎年度当初に締結し，その業務を受託するものとする。 

 

２ 業務内容 

 (１) 事業実施施設 

    倉敷市長楽荘及び倉敷市琴浦園 

 (２) 利用者の養護 

    倉敷市生活支援ショートステイ事業実施要綱に基づき，利用の決定を受け，市から受

け入れを依頼された者に関する養護を，老人福祉法第１１条第１項第１号の規定に基づ

く措置による入所者に準じて行うこと。 

 (３) 職員配置 

    ショートステイ事業の受託者は，業務を遂行するにあたり，利用者の処遇に支障が生

じないよう適正な職員を配置するものとする。 

 

３ 委託料 

 (１) 委託金額 

    ショートステイ事業実施の対価として，その利用実績に応じた委託料を支払うものと

するが，次に示す額を単価として積算する。 

    ①施設利用料  日額３，９９０円 

    ②食費     実費 



    【参考】令和３年度 実施施設別単価表（１人あたり） 

費  目 琴 浦 園 長 楽 荘 

施設利用料（日額） ３，９９０円 ３，９９０円 

食 費 

（１食あたり） 

朝食 １６５円 １５７円 

昼食 ３３０円 ４１９円 

夕食 ３３０円 ４１９円 

 

 (２) 委託料の確保 

    市が，ショートステイ事業を委託するための委託料は，毎年度必要に応じて市が確保

するものとする。 

 

３ 対象者及び利用期間 

 (１) 利用対象者 

ショートステイ事業利用対象者は，倉敷市生活支援ショートステイ事業実施要綱第３

条第１項の各号に該当し，市が利用を決定した者。 

(２) 利用期間 

    ショートステイ事業の利用期間は，連続して７日以内とするが，利用期間の延長がや

むを得ないと認められる場合は延長することができる。 

 

４ 過去の実績 

区  分 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 

琴 

浦 

園 

利用者数 10人 9人 12人 

延利用日数 947日 330日 1,340日 

委託料実績額 4,461,416円 1,562,188円 6,445,035円 

長 

楽 

荘 

利用者数 10人 4人 4人 

延利用日数 515日 162日 390日 

委託料実績額 2,502,985円 793,452円 1,941,008円 

 


